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」
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昭
和
六
三
年

群
馬
県
前
橋
市
鳥
羽
町
所
在
。
日
本
道
路
公
団
の
関
越
自
動
車
道
建
設
工
事
に
伴
い
昭
和
5
3
年
か
ら
五
八
年

に
か
け
て
閲
群
馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
が
発
掘
調
査
。
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馬
県
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
業
団
一
九
八
六
）
。
こ
の
見
解
に
関
し
て
三
宅
和
朗
氏
は
、

「古
代
の

神
社
と
祭
り
」
（
吉
川
弘
文
館
平
成
十
三
年
）
の
な
か
で
「
鳥
羽
「
神
殿
」
を
追
構
と
す
る
説
に
は
と
う
て
い
、

賛
成
す
る
訳
に
は
い
か
な
い
」
と
し
て
い
る
。
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道
史
研
究
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史
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要
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ニ
五
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県
立
博
物
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註
8
に
同
じ

仮
殿
の
規
模
は
、
左
記
変
遷
を
経
て
今
日
ま
で
至
っ
て
お
り
お
り
、
現
仮
殿
は
明
治
四
一
年
(
-
九

0
八）

の
規
模
を
踏
襲
し
て
い
る
。
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史
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岡
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収
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史
」
所
収
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社
」
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と
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」
（「村
の
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な
る
も
の
」
所
収

稲
垣
栄
三
編
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代
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神
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建
築
」
（
日
本
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美
術
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j
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載
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、
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建
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が
あ
っ
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が
、
明
治
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新
後
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廃
仏
毀
釈
で
取
り
壊
さ
れ
た
。
現
在
は
敷
地
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一
部
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宝
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。
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上野国一之宮貫前神社式年遷宮考（二）

『
実
録
帳
』
に
見
え
る
貫
前
神
社
の
「
専
玉
殿
」

・
「
借
玉
殿
」

進
め
て
き
た
。
両
殿
の
性
格
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
の
決
定
的
な
史
料
が
無
い
た
め
推
論

に
終
始
し
た
が
、
両
殿
が
我
が
国
の
古
社
に
見
ら
れ
る
並
列
に
建
立
さ
れ
た
建
物
と
考
え
ら

れ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
従
っ
て
「
借
玉
殿
」
は
、
従
来
考
え
ら
れ
て
い

た
と
こ
ろ
の
式
年
に
よ
り
「
専
玉
殿
」
を
建
て
替
え
る
為
に
、
神
座
を
建
て
替
え
の
期
間
遷

座
さ
せ
る
仮
の
本
殿
で
は
な
い
。
両
殿
は
、
式
年
ご
と
に
相
互
に
造
替
さ
れ
た
か
、
或
い
は

同
時
に
造
替
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
貫
前
神
社
の
式
年
遷
宮
が
古
代
に
お
い

て
は
三
十
年
毎
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
前
者
の
造
替
が
妥
当
と
考
え
る
。
こ
の
造
替
は
、

『
実
録
帳
』
に
「
採
新
材
木
不
用
薔
材
一
枝
」
と
あ
る
の
で
、
旧
玉
殿
の
旧
材
は
一
切
使
用

し
な
い
で
新
玉
殿
の
造
替
が
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

恐
ら
く
三
十
年
毎
の
式
年
遷
宮
は
、
両
殿
造
替
の
期
間
が

30
年
で
な
く
、
信
濃
国
諏
訪
大

社
の
十
三
年
毎
の
式
年
遷
宮
造
替
が
六
年
毎
に
両
殿
が
交
替
す
る
如
く
、
十
四
年
毎
の
交
替

で
造
替
で
行
わ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
十
四
年
が
、
三
十
年
の
式
年
遷
宮
が
七
年

に
さ
ら
に
十
三
年
に
変
化
し
た
原
型
と
考
え
た
い
。

現
行
の
貫
前
神
社
式
年
遷
宮
は
、
本
殿
の
清
掃
、
修
理
の
為
の
遷
宮
で
あ
り
、
造
替
を
伴

結
え
ら
れ
る
。

語

開
祭
は
「
借
玉
殿
」
、
冬
の
御
戸
開
祭
は
「
専
玉
殿
」
の
神
事
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

即
ち
春
の
御
戸
開
祭
は
専
玉
殿
か
ら
借
玉
殿
、
冬
は
借
玉
殿
か
ら
専
玉
殿
へ
の
御
神
幸
が
斎

行
さ
れ
、
借
玉
殿
の
「
鎮
神
事
」
は
東
の
鎮
塚
で
、
専
玉
殿
の
「
鎮
神
事
」
は
北
の
鎮
塚
で

斎
行
、
御
戸
開
祭
と
鎮
神
事
い
ず
れ
も
が
両
殿
と
の
相
関
関
係
の
も
と
に
斎
行
さ
れ
た
と
考

以
上
考
察
し
た
と
お
り
、
御
戸
開
祭
の
「
お
先
祓
い
の
儀
」
、
「
御
衣
」
御
神
幸
の
両
神
事

が
、
専
玉
殿
、
借
玉
殿
の
御
神
幸
を
今
に
伝
え
る
神
事
、
ま
た
二
つ
の
鎮
塚
が
両
殿
に
密
接

に
関
係
す
る
神
事
と
す
れ
ば
、
「
借
玉
殿
」
は
式
年
遷
宮
の
為
の
「
仮
殿
」
で
は
あ
り
得
な
い
。

『
上
野
国
交
替
実
録
帳
』
に
見
え
る
貫
前
神
社
の
「
専
玉
殿

・
仮
玉
殿
」
な
る
二
棟
の
建
物

は
、
神
社
で
斎
行
さ
れ
て
い
る
御
戸
開
神
事
か
ら
見
て
も
、
三
項
で
考
察
し
た
我
が
国
の
古

社
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
二
棟
並
列
の
建
物
（
本
殿
）
、
す
な
わ
ち
「
専
玉
」
、
「
仮
玉
」
の
呼
称

の
異
な
る
本
殿
の
性
格
を
持
つ
建
物
が
二
棟
建
立
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

の
両
殿
に
つ
い
て
考
察
を

（

註

3

（

註

2

（

註

1

「群
馬
県
史
資
料
編
4
」
（
昭
和
六
三
年

註 銘
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
た
い

る。 わ
な
い
遷
宮
で
あ
る
。
こ
の
形
の
遷
宮
は
、
現
本
殿
建
立
地
に
本
殿
が
建
て
ら
れ
た
時
か
ら

始
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
徳
川
家
康
に
よ
っ
て
社
殿
の
造
替
が
行
わ
れ
た
天
正
十
八

（
一
五
九
0

)

年
以
後
、
十
三
年
毎
の
式
年
遷
宮
が
始
ま
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
慶
長
元
（
一

（

註

2

8

)

五
九
六
）
年
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

井
上
充
夫
氏
は
、
現
本
殿
は
『
実
録
帳
』
に
見
え
る
「
専
玉
殿
」
と
以
外
に
密
接
な
関
係

が
指
摘
し
得
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
仮
殿
に
つ
い
て
は
、
「
借
玉
殿
」
と
寛
政
十
二
年
の
仮
殿

が
極
め
て
近
い
建
物
で
あ
り
、
同
時
に
「
専
玉
殿
」
に
近
い
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
同
氏
は
、

万
寿
二
年
の
式
年
造
替
後
あ
る
時
期
ま
で
は
、
現
在
の
本
殿
の
場
所
に
寛
政
の
仮
殿
と
ほ
と

ん
ど
同
一
の
建
物
が
建
っ
て
い
た
と
し
て
い
る
。
井
上
氏
の
い
う
「
専
玉
殿
」
、
「
借
玉
殿
」
、

現
本
殿
、
現
仮
殿
が
ほ
と
ん
ど
同
一
の
建
物
で
あ
る
こ
と
を
首
肯
で
き
て
も
、
現
本
殿
建
立

地
が
万
寿
二
年
の
「
専
玉
殿
」
建
立
地
そ
の
ま
ま
と
は
首
肯
し
が
た
い
。
地
形
と
我
が
国
の

古
社
の
例
等
か
ら
す
れ
ば
、
万
寿
二
年
の
「
専
玉
殿
」
建
立
地
は
旧
観
音
堂
跡
と
考
え
ら
れ

貫
前
神
社
式
年
遷
宮
は
、
三
十
年
か
ら
七
年
、
七
年
か
ら
十
三
年
に
変
化
す
る
中
で
、
頑

な
に
「
寅
歳
」
、
「
申
歳
」
を
護
っ
た
。
同
様
に
建
物
の
造
替
も
、
本
殿
が
清
掃
を
行
う
為
の

式
年
遷
宮
に
変
化
さ
せ
た
と
き
、
併
せ
て
本
殿
の
古
態
性
を
残
す
べ
く
万
寿
二
年
造
替
の
「
専

玉
殿
」
、
「
借
玉
殿
」
と
同
規
模
の
建
物
を
「
借
玉
殿
」
建
立
地
に
「
仮
殿
」
と
い
う
で
残
し

た
も
の
と
考
え
る
。
こ
の
様
に
式
年
、
本
殿
造
替
で
古
法
を
守
っ
た
点
で
は
、
井
上
充
夫
氏

（

註

3

0

)

が
指
摘
す
る
如
く
、
正
に
伊
勢
神
宮
の
式
年
遷
宮
に
匹
敵
す
る
も
の
が
あ
る
と
い
え
る
。

な
お
末
筆
で
あ
る
が
、
本
稿
の
執
筆
に
際
し
て
貫
前
神
社
宮
司
三
嶋
正
氏
、
同
神
社
祢

宜
小
林
富
士
雄
氏
に
は
、
史
料
の
拝
見
そ
の
他
で
種
々
御
便
宜
、
御
指
導
を
い
た
だ
い
た
。

「上
野
国
一
之
宮
貫
前
神
社
式
年
遷
宮
考
（
一
）

ー
式
年
の
変
遷
に
つ
い
て
ー
」
（
梅
澤
重
昭
退
官
記
念
論
文

集

「考
古
漿
英
」
所
収

梅
澄
重
明
先
生
退
官
記
念
論
文
集

呼
掛
人
代
表
外
山
和
夫

群
馬
県
）
に
よ
る
。

二
0

0

一
年
）

長
元
三
年
(

1

0

1

―10
)

頃
書
き
記
さ
れ
た
上
野
国
司
交
替
の
際
の
勘
解
由
使
の
地
方
行
政
監
察
に
か
か
る

不
与
解
由
状
の
草
案
と
さ
れ
て
い
る
。
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わ
れ
て
い
る
が
、

ら
れ
、

か
っ
て
は
神
域
中
の
清
浄
な
地
若
し
く
は
神
殿
的
な
施
設
に
神
離
が
設
け

そ
こ
に
貫
前
神
を
降
臨
さ
せ
て
斎
行
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
四
方
拝
の
儀
は

「
御
衣
」
を
中
心
に
し
て
鉾
・
大
榊
が
四
方
拝
す
る
こ
と
に
、
そ
の
意
義
が
求
め
ら
れ
る
。

即
ち
、

「御
衣
」
を
四
方
か
ら
拝
す
る
こ
と
に
よ
り
、
御
衣
、
鉾
・大
榊
に
神
移
し
が
行
わ
れ

（

註

2

6

)

る
神
事
で
あ
る
。

鉾
・大
榊
は
四
方
拝
終
了
後
、
「
御
先
払
い
の
儀
」
神
事
行
列
の
先
導
と
し
て
通
常
全
く
使

用
さ
れ
な
い
勅
額
鳥
居
か
ら
不
明
門
を
出
て
旧
参
道
を
進
み
、
総
門
か
ら
石
段
を
降
り
て
楼

門
に
入
り
拝
殿
へ
昇
る
。
拝
殿
で
は
鉾
・
大
榊
を
便
宜
の
場
所
へ
置
く
。
そ
の
後
再
び
御
供

所
へ
戻
り
、
今
度
は
「
御
衣
」
が
同
じ
コ
ー
ス
を
歩
む
。
こ
の
行
列
は
「
御
先
払
い
の
儀
」

と
称
し
て
い
る
も
の
の
、
実
際
は
貫
前
神
の
神
霊
の
御
神
幸
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

遷
宮
当
日
の
御
戸
開
祭
は
通
常
と
異
な
り
不
明
門
を
出
た
後
、
通
称
「
御
女
郎
坂
」
を
下

り
国
道
二
五
四
号
線
の
旧
道
を
西
進
し
、
参
道
を
北
上
し
て
大
鳥
居
を
通
り
総
門
に
至
る

ル
ー
ト
の
御
神
幸
と
な
る
。
こ
の
ル
ー
ト
の
内
、
御
女
郎
坂
は
貫
前
神
社
の
古
い
参
道
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
西
の
参
道
も
、
参
道
沿
い
に
古
い
道
が
残
さ
れ
て
い
る
。
下
か
ら
そ

の
道
を
登
り
上
が
る
と
西
門
付
近
に
至
る
の
で
、
こ
れ
ま
た
古
い
道
も
し
く
は
古
い
参
道
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
遷
宮
当
日
の
御
神
幸
ル
ー
ト
は
古
い
形
を
留
め
て
お
り
、

御
戸
開
祭
の
御
神
幸
ル
ー
ト
も
通
常
は
本
来
こ
の
ル
ー
ト
で
あ
り
、
現
行
の
御
神
幸
は
そ
れ

が
簡
略
化
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
何
故
に
か
か
る
御
神
幸
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
御
神
幸
が

通
常
使
用
さ
れ
な
い
不
明
門
を
通
る
こ
と
は
、
こ
の
開
門
が
年
二
回
の
御
戸
開
祭
の
み
で
あ

る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
開
門
に
特
別
の
意
義
が
想
定
さ
れ
る
。

御
先
祓
い
の
儀
の
鉾

・
大
榊
は
、
必
ず
不
明
門
を
通
っ
た
。
現
行
御
先
祓
い
儀
は
、
不
明

門
を
通
っ
た
後
、
総
門
を
経
て
本
殿
に
行
く
。
こ
の
ル
ー
ト
を
踏
ま
え
れ
ば
鉾

・
大
榊
は
、

か
っ
て
は
不
明
門
と
し
て
春
は
西
御
門
を
、
冬
は
東
御
門
を
通
過
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

そ
し
て
各
々
の
御
門
の
背
後
に
は
、
鉾

・
大
榊
を
納
め
る
建
物
、
即
ち
如
上
か
ら
す
れ
ば
東

御
門
の
背
後
に
専
玉
殿
、
西
御
門
の
背
後
に
は
借
玉
殿
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

現
本
殿
は
、
神
社
西
方
の
大
桁
山
か
ら
東
に
舌
状
に
の
び
る
丘
陵
性
台
地
の
先
端
付
近
に
、

台
地
平
坦
部
北
斜
面
を
造
成
、
そ
の
上
に
南
面
し
て
建
て
ら
れ
て
い
る
。
現
行
の
御
神
幸
ル
ー

ト
は
、
現
本
殿
が
現
鎮
座
地
へ
再
建
さ
れ
た
時
点
、
或
い
は
式
年
遷
宮
が
現
行
と
同
じ
本
殿

あ
ろ
う
。

一
切
口
伝
秘
事
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
如
何
な
る
神
事
が
行
わ
れ
る
の

の
清
掃
等
に
伴
う
式
年
遷
宮
に
変
化
し
た
時
に
不
明
門
ー
総
門
を
経
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

「
御
先
払
い
の
儀
」
は
、
専
玉
殿

・
借
玉
殿
に
お
い
て
神
移
し
さ
れ
た
鉾

・
大
榊

・
御
衣

が
、
御
戸
開
祭
当
日
の
み
開
門
さ
れ
る
御
東
門
、
西
御
門
を
通
っ
て
各
玉
殿
へ
神
幸
し
た
貫

前
神
社
鎮
座
以
来
の
御
神
幸
の
形
を
、
時
代
が
変
化
す
る
中
で
今
に
伝
え
て
い
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
、
そ
れ
が
、
現
本
殿
、
総
門
が
現
在
地
に
建
立
さ
れ
た
後
、
東
、
西
御
門
は
そ
の

ま
ま
と
し
な
が
ら
も
、
両
門
に
変
わ
る
新
た
な
門
と
し
て
不
明
門
を
設
け
、
こ
こ
か
ら
総
門

（
東
の
鎮
塚
）

を
経
る
新
ル
ー
ト
の
御
神
幸
の
形
に
変
化
さ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

御
戸
開
祭
終
了
後
四
日
目
に
重
要
な
神
事
と
し
て
、
県
立
社
会
教
育
館
の
東
に
あ
る
鎮
塚

で
は
春
の
「
鎮
神
事
」
が
、
ま
た
神
社
北
麓
の
民
家
の
傍
ら
に
あ
る
丸
塚
の

で
は
冬
の
「
鎮
神
事
」
が
斎
行
さ
れ
る
。

跡
（
北
の
鎮
塚
）

鎮
神
事
は
、

か
審
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
中
で
明
治
維
新
後
に
貫
前
神
社
の
権
宮
司
と
し
て
奉
仕

し
た
井
上
正
香
が
、
同
神
事
に
つ
い
て
書
き
記
し
た
も
の
が
あ
る
。
口
伝
秘
事
の
神
事
故
公

（

註

2

7

)

開
を
は
ば
か
り
た
い
が
、

『神
祇
史
料
附
考
』
に
「
旧
権
宮
司
井
上
正
香
記
」
と
し
て
、
そ
の

内
容
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
れ
を
記
す
。

同
（
二
月
）
戌
日
鎮
神
事
、
十
二
月
戌
日
ニ
モ
之
ヲ
行
フ
。
先
梅
枝
ヲ
以
テ
杖
ヲ
造

リ
、
之
ヲ
久
那
斗
卜
名
ヅ
ク
。
祢
宜
以
下
六
人
、
各
二
本
ヅ
ツ
之
ヲ
携
、
夜
丑
刻
バ

カ
リ
ニ
、
草
履
ワ
ハ
キ
タ
ル
マ
マ
、
拝
殿
ニ
テ
神
拝
シ
、
階
下
ヲ
下
リ
、
各
同
音
二

根
ノ
国
底
ノ
国
へ
鎮
リ
マ
セ
ト
云
ヒ
テ
、
社
西
ニ
ュ
キ
、
同
右
ノ
如
ク
唱
エ
、
社
北

ニ
テ
モ
同
唱
エ
、
社
東
ニ
テ
モ
同
ジ
ク
唱
、
各
杖
一
本
ヅ
ツ
ワ
玉
垣
ノ
内
へ
投
入
、

ソ
レ
ヨ
リ
社
ノ
東
南
、
松
林
ノ
ウ
チ
ナ
ル
鎮
塚
卜
云
ニ
イ
キ
、
同
四
方
ニ
テ
右
ノ
如

ク
唱
エ
テ
、
杖
一
本
ヅ
ツ
投
ゲ
オ
キ
、
ソ
レ
ヨ
リ
神
主
門
前
二
行
キ
テ
右
ノ
如
ク
唱

エ
テ
、
又
杖
一
本
ヅ
ツ
投
ズ
。
此
夜
社
人
ハ
更
ニ
モ
云
ハ
ズ
、
里
中
ノ
者
神
事
ノ
ハ

ジ
マ
ラ
ン
頃
ヨ
リ
、
言
ヲ
発
ス
ル
コ
ト
ナ
シ
、
又
コ
ノ
夜
、
右
神
事
ヲ
務
メ
ル
ル
者

二
逢
ヘ
バ
、
必
凶
事
ア
リ
ト
云
テ
、
人
々
甚
恐
ル

こ
の
よ
う
に
鎮
神
事
は
、
春
、
冬
別
々
の
鎮
塚
で
斎
行
さ
れ
る
。
御
戸
開
祭
の
鎮
神
事
で

あ
れ
ば
一
箇
所
の
み
で
良
い
と
思
わ
れ
る
が
、
古
来
よ
り
二
箇
所
で
斎
行
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
は
「
専
玉
殿
」
・
「
借
玉
殿
」
と
あ
な
が
ち
関
係
が
全
く
な
い
と
は
言
い
難
く
、
春
の
御
戸

480 (13) 
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絵

図

と

真

景

に

は

東

御

門

、

不

明

門

（

勅

額

門

）

、

西

御

門

が

描

か

れ

て

い

る

。

先

ず

東

御

門

を

入

る

と

三

重

塔

、

六

角

堂

、

鐘

楼

、

薬

師

塔

の

建

物

が

見

え

る

。

こ

れ

等

の

建

物

は

、

明

治

維

新

時

の

神

仏

分

離

令

に

よ

り

全

て

取

り

壊

さ

れ

、

焼

却

さ

れ

た

。

次

に

西

御

門

を

入

っ

て

は

、

正

面

に

山

王

宮

（

日

枝

神

社

）

、

右

側

の

前

に

外

宮

、

そ

の

後

ろ

に

内

宮

、

西

に

は

二

十

二

末

社

、

大

桜

が

見

え

る

。

こ

こ

で

は

現

在

、

日

枝

神

社

、

内

宮

の

位

置

は

変

化

し

て

い

な

い

が

、

外

宮

は

内

宮

の

東

に

鎮

座

す

る

。

不

明

門

は

、

東

御

門

、

西

御

門

の

う

ち

、

東

御

門

の

西

約

一

五

討

に

位

置

し

て

い

る

。

不

明

門

を

入

る

と

、

鳥

居

が

描

か

れ

て

い

る

。

こ

の

鳥

居

は

現

在

勅

額

鳥

居

と

さ

れ

て

い

る

。

勅

額

は

か

っ

て

神

社

南

方

の

田

島

の

鳥

居

に

掲

げ

ら

れ

て

い

た

と

の

伝

承

が

あ

る

。

現

西

御

門

と

東

御

門

と

の

間

は

、

距

離

に

し

て

約

八

二

討

、

東

御

門

、

西

御

門

か

ら

北

へ

の

平

坦

地

の

長

さ

は

前

者

が

二

四

討

、

と

こ

ろ

で

『

実

録

帳

』

に

み

え

る

専

玉

殿

は

、

玉

殿

の

外

に

玉

垣

が

一

廻

り

、

そ

の

外

に

美

津

垣

（

瑞

垣

）

が

一

廻

り

と

鳥

居

が

あ

り

、

そ

の

外

に

大

垣

が

一

廻

り

し

て

い

る

。

こ

の

大

垣

は

、

「

長

州

一

丈

四

寸

廣

八

丈

五

寸

」

と

あ

る

の

で

、

約

九

〇

討

x二
五

討

ほ

ど

の

規

模

と

な

る

。

こ

の

規

模

の

中

に

専

玉

殿

が

一

棟

の

み

建

て

ら

れ

て

い

た

と

す

る

の

は

納

得

し

難

く

、

両

玉

殿

が

建

立

さ

れ

て

い

た

と

す

る

の

が

妥

当

と

考

え

る

。

大

垣

の

規

模

は

、

如

上

の

東

西

の

御

門

間

の

距

離

に

ほ

ぼ

匹

敵

す

る

。

こ

の

事

よ

り

す

れ

ば

通

称

「

蓬

ケ

岡

」

の

台

地

上

に

あ

る

東

御

門

・

西

御

門

地

域

は

、

専

玉

殿

・

借

玉

殿

の

両

殿

建

立

可

能

な

平

坦

部

の

面

積

を

十

分

に

有

し

て

い

た

と

い

え

る

。

（
註

2

3

)

現

仮

殿

建

立

地

は

、

古

来

の

ま

ま

と

井

上

氏

は

し

て

い

る

が

、

当

該

地

は

西

御

門

地

域

の

平

坦

地

で

あ

り

、

仮

殿

（

本

殿

）

が

建

立

さ

れ

て

も

首

肯

出

来

る

地

で

あ

る

。

こ

こ

と

同

規

模

の

平

坦

地

を

同

一

台

地

に

求

め

る

と

す

れ

ば

、

群

馬

県

立

社

会

教

育

会

館

に

接

し

て

位

置

（
註

2

4

)

す

る

旧

観

音

堂

跡

ー

東

御

門

を

入

っ

た

位

置

ー

が

該

当

す

る

。

こ

こ

は

東

御

門

の

地

域

で

あ

る

。

現

仮

殿

建

立

地

と

旧

観

音

堂

跡

は

、

約

八

〇

討

ほ

ど

離

れ

て

東

西

に

相

対

し

て

お

り

、

既

に

触

れ

て

い

る

よ

う

に

各

々

に

西

御

門

、

東

御

門

が

あ

る

。

既

述

の

よ

う

に

仮

殿

建

立

地

は

、

西

御

門

の

南

北

の

正

中

線

上

に

建

立

さ

れ

る

事

を

古

来

か

ら

の

原

則

と

し

て

い

る

。

仮

殿

建

立

の

原

則

か

ら

す

れ

ば

、

観

音

堂

跡

の

東

御

門

の

南

北

の

正

中

線

上

に

本

殿

に

該

当

す

る

建

物

が

建

立

さ

れ

て

い

た

と

し

て

も

不

思

議

で

は

な

い

。

そ

の

場

合

建

立

さ

れ

た

建

物

は

、

専

後

者

が

四

十

討

程

あ

る

。

御

衣

四

方

拝

は

、

案

上

に

置

か

れ

た

「

御

衣

」

を

中

心

に

鉾

を

所

持

す

る

神

官

一

名

、

大

榊

（

神

機

織

神

事

で

織

ら

れ

た

荒

妙

が

か

け

ら

れ

る

）

を

所

持

す

る

神

官

二

名

が

、

時

計

の

針

の

廻

る

方

向

に

東

、

南

、

西

、

北

と

四

方

拝

す

る

神

事

で

あ

る

。

明

治

以

来

御

供

所

で

行

先

払

い

の

儀

」

で

あ

る

。

の

神

事

が

行

わ

れ

る

。

本

題

に

関

連

す

る

の

は

、

一

連

の

神

事

の

内

「

御

衣

四

方

拝

」

と

「

御

四

御

戸

開

五

神

餞

『

ノ‘

御

衣

四

方

拝

オ

ケ

ホ

ケ

の

俄

御

先

払

い

の

儀

手

水

の

儀

注

連

張

神

事

川

瀬

神

事

神

機

織

神

事

御

戸

開

神

事

（

註

2

5

)

を

経

て

斎

行

さ

れ

る

。

い

ず

れ

も

貫

前

神

社

に

と

っ

て

、

ま

た

我

が

国

の

祭

祀

を

研

究

す

る

上

で

重

要

な

神

事

と

考

え

る

。

春

の

御

戸

開

神

事

は

、

年

の

始

め

に

際

し

て

地

域

の

農

作

物

の

豊

穣

を

祈

る

祈

年

祭

の

意

義

を

、

冬

の

御

戸

開

神

事

は

農

作

物

の

収

穫

を

神

に

感

謝

す

る

と

共

に

、

貫

前

神

が

神

供

さ

れ

た

も

の

を

親

し

く

聞

し

食

す

新

嘗

祭

の

性

格

を

有

す

る

神

事

と

考

え

ら

れ

る

。

各

神

事

の

内

、

五

の

御

戸

開

神

事

は

四

五

， 

ノ‘

鎮

神

事

『

実

録

帳

』

に

は

、

中

門

、

南

大

門

の

事

が

記

さ

れ

て

い

る

。

そ

の

他

の

門

が

記

さ

れ

て

い

な

い

の

で

、

借

玉

・

専

玉

の

両

殿

は

、

南

を

正

面

と

し

て

建

立

さ

れ

て

い

た

も

の

と

考

え

ら

れ

る

。

現

本

殿

は

未

申

の

方

向

に

面

し

て

建

立

さ

れ

て

い

る

の

で

、

仮

殿

の

方

向

と

異

な

る

。

こ

の

事

は

建

物

の

方

向

か

ら

し

て

も

、

両

玉

殿

の

建

立

地

が

現

行

の

本

殿

地

を

否

定

し

、

如

上

の

日

枝

神

社

前

と

旧

観

音

堂

跡

を

首

肯

す

る

証

と

な

る

も

の

と

考

え

る

。

如

上

に

考

察

し

た

と

お

り

仮

殿

建

立

地

、

蓬

ケ

岡

の

地

形

か

ら

し

て

も

、

貫

前

神

社

は

我

が

国

の

古

社

に

見

ら

れ

る

が

如

く

東

西

に

相

並

ん

だ

本

殿

、

即

ち

東

御

門

付

近

に

専

玉

殿

、

西

御

門

付

近

に

借

玉

殿

が

建

立

さ

れ

、

式

年

遷

宮

が

行

わ

れ

た

事

が

い

え

る

。

五

、

御

戸

開

祭

と

専

玉

殿

・

借

玉

殿

の

両

殿

貫

前

神

社

の

一

大

祭

典

と

し

て

、

春

、

冬

の

両

度

に

斎

行

さ

れ

る

「

御

戸

開

祭

」

の

神

事

が

あ

る

。

御

戸

開

祭

は

、

春

は

三

月

（

旧

暦

は

2
月

）

、

冬

は

十

二

月

（

旧

暦

は

十

一

月

）

に

斎

行

さ

れ

て

い

る

。

神

事

は

主

に

玉

殿

し

か

考

え

ら

れ

な

い

。

鹿

占

神

事

(12) 481 



研究紀要22
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と
記
さ
れ
て
い
る
全
体
の
寸
法
、
部
材
の
数
量
、
仮
殿
の
平
面
図
（
図
一
参
照

（

註

1

7

)

所
蔵
）
等
と

『実
録
帳
』
に
見
え
る
「
借
玉
殿
」
の
比
較
を
詳
細
に
行
い

①
貫
前
神
社
の
社
殿
は
、

三
十
年
毎
に
造
替
を
行
う
の
が
慣
例
で
あ
る
と
記
し
て
い
る

か
ら
、
少
な
く
と
も
そ
の
た
び
毎
に
仮
殿
が
建
て
ら
れ
、
遷
宮
が
行
わ
れ
て
い
た
で

②
寛
政
十
二
年
の
「
御
仮
殿
諸
用

造
営
の
借
殿
に
き
わ
め
て
近
い
。
各
部
材
は
万
寿
二
年
の
も
の
よ
り
や
や
太
く
、
両

妻
の
柱
が
首
に
変
わ
っ
て
い
る
点
以
外
は
棟
持
柱
、
棟
木
が
と
も
に
三
丈
五
尺
で
あ

る
事
を
は
じ
め
と
し
て
、
規
模
、
形
態
と
も
ほ
と
ん
ど
同
じ
と
い
っ
て
よ
い
。

③
万
寿
造
営
の
仮
殿
に
近
い
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
万
寿
造
営
の
本
殿
に
近
い
と
い

う
事
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
万
寿
造
営
の
本
殿
と
仮
殿
と
で
は
、
棟
持
柱
の
数
や
部
材

の
太
さ
が
ち
が
う
だ
け
で
、
規
模
は
全
く
同
じ
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

④
万
寿
以
後
あ
る
時
期
ま
で
は
、
現
在
の
本
殿
の
場
所
に
寛
政
の
仮
殿
と
ほ
と
ん
ど
同

一
の
建
物
が
建
っ
て
い
た
。

⑤
万
寿
二
年
造
営
の
仮
殿
と
寛
政
十
二
年
造
営
の
仮
殿
は
八

0
0年
の
年
代
を
距
て
て

い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
ほ
と
ん
ど
変
化
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
元
禄
十

年
の

『
口
上
之
覚
』
に
「
往
古
鎮
座
よ
り
以
来
旧
例
之
古
法
御
座
候
間
、
今
に
於
て

断
続
な
く
致
し
来
り
候
」
と
あ
る
の
は
、
決
し
て
単
な
る
修
辞
で
な
い
事
が
わ
か
る
。

こ
の
よ
う
に
古
法
を
守
っ
て
来
た
点
で
は
、
伊
勢
両
宮
や
大
嘗
宮
に
も
匹
敵
す
る
と

い
え
よ
う
。

あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
は
な
い
。

地
ふ
く

」
に
よ
り
仮
殿
を
復
元
し
て
み
る
と
、
万
寿
二
年

（

註

1

8

)

と
論
じ
、
仮
殿
は
借
玉
殿
に
規
模
、
形
態
も
同
じ
と
し
た
。

し
か
し
井
上
氏
が
言
う
よ
う
に
に
規
模
、
形
態
が
同
じ
で
あ
る
事
は
首
肯
で
き
て
も
、
借

玉
殿
（
仮
殿
）
が
遷
宮
を
斎
行
す
る
た
め
の
「
仮
」
の
本
殿
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
首
肯

し
が
た
い
。

井
上
氏
は
万
寿
以
後
あ
る
時
期
ま
で
は
、
現
本
殿
の
場
所
に
寛
政
の
仮
殿
と
ほ
と
ん
ど
同

一
の
建
物
が
建
立
さ
れ
て
い
た
と
し
て
い
る
。
し
か
し
現
本
殿
の
鎮
座
す
る
位
置
は
、
通
常

の
神
社
建
築
か
ら
見
て
ば
極
め
て
不
可
解
な
地
形
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。

貫
前
神
社

（図

今
そ
の
地
形
を
見
る
と
、
現
本
殿
は
神
社
西
方
の
大
桁
山
か
ら
東
に
舌
状
に
の
び
る
丘
陵

性
台
地
の
先
端
に
近
い
北
斜
面
を
造
成
し
た
上
に
南
面
し
て
建
て
ら
れ
て
い
る
。
林
羅
山
の

（

註

1

9

)

『上
野
国
一
宮
鐘
銘
併
序
』
に
よ
る
と
、
貫
前
神
社
は
徳
川
家
康
に
よ
り
神
宮
寺
の
諸
堂
ま

で
に
及
ぶ
大
が
か
り
な
造
成
工
事
が
慶
長
年
間
（
慶
長
八
年
、
一
六

0
三
年
頃
か
）
に
行
わ

れ
て
い
る
。
こ
の
造
成
工
事
を
経
て
慶
長
九
年
（
一
六

0
四
）
に
再
び
徳
川
家
康
に
な
っ
て

本
殿
が
、
そ
の
三
十
年
後
の
寛
永
十
二
年
(
-
六
三
五
）
に
は
徳
川
家
光
に
よ
っ
て
現
本
殿

が
建
立
さ
れ
た
。
造
成
工
事
が
行
わ
れ
た
事
実
か
ら
す
れ
ば
、
果
た
し
て
現
本
殿
位
置
が
古

来
の
ま
ま
な
の
か
甚
だ
疑
問
を
持
た
ざ
る
を
得
な
く
十
分
な
検
討
を
必
要
と
す
る
。

そ
こ
で
再
度
現
貫
前
神
社
を
見
る
と
、
現
神
社
は
総
門
か
ら
本
殿
に
至
る
参
道
が
下
り
参

道
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
結
果
南
向
き
に
建
立
さ
れ
た
現
本
殿
は
、
北
下
よ
り
南
上
方
の
総

門
を
望
む
形
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
貫
前
神
社
本
殿
建
立
の
特
異
性
を
指
摘
す
る

考
え
も
あ
る
が
、
現
本
殿
は
と
も
か
く
、
か
か
る
造
成
地
に
鎮
座
当
初
か
ら
本
殿
が
鎮
座
し

て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
仮
に
現
本
殿
が
古
来
の
ま
ま
の
鎮
座
地
と
し
て
も
、
仮
殿
を
建
立

す
る
の
に
可
能
な
ス
ペ
ー
ス
は
、
同
一
造
成
地
に
十
分
あ
る
事
を
指
摘
し
て
お
く
。

一
方
遷
宮
の
現
仮
殿
建
立
地
（
写
真
二
参
照
）
は
、
鎮
座
当
初
の
地
形
が
ほ
と
ん
ど
変
化

し
て
い
な
い
現
本
殿
の
南
西
の
台
地
上
で
あ
る
。
こ
こ
は
現
本
殿
の
地
形
と
異
な
り
神
社
建

立
に
十
分
か
な
っ
た
地
で
あ
る
。
原
則
と
し
て
現
仮
殿
は
、
こ
の
平
坦
地
に
鎮
座
す
る
摂
社

日
枝
神
社
の
石
垣
か
ら
南
へ
二
十
尺
ほ
ど
離
し
、
南
端
が
西
門
の
ち
ょ
う
ど
真
正
面
に
来
る

（

註

2

0

)

よ
う
に
建
立
さ
れ
る
（
図
二
参
照
）
。
社
伝
で
は
、
古
来
こ
の
原
則
が
変
化
し
て
い
な
い
と
い

ぶ
ノ

か
か
る
平
坦
地
に
仮
殿
が
建
立
さ
れ
る
と
い
う
事
は
、

わ
ざ
わ
ざ
一
段
下
が
っ
て
造
成
さ

れ
た
平
坦
地
に
本
殿
を
建
立
す
る
の
で
な
く
、
同
一
台
地
上
に
建
立
し
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。

果
た
し
て
そ
の
よ
う
な
平
坦
地
が
、
本
台
地
上
に
あ
る
か
否
か
で
あ
る
。

通
称
「
蓬
ヶ
岡
」
と
称
さ
れ
て
い
る
本
台
地
は
、
平
坦
地
が
以
外
と
広
い
。
現
状
の
平
坦

地
は
、
近
世
に
貫
前
神
社
の
門
前
町
が
出
来
た
こ
と
に
よ
り
住
宅
化
さ
れ
て
い
る
が
、
古
代

に
お
い
て
は
専
玉
殿

・
借
玉
殿
の
二
棟
の
本
殿
建
立
が
十
分
可
能
の
広
さ
を
有
し
て
い
た
。

（

註

2

1

)

そ
こ
で
、
そ
れ
を
確
か
め
る
た
め
に
文
政
八
(
-
八
二
五
）
年
の
『上
州
一
之
宮
社
地
略
絵
図
」

（

註

2

2

)

（
図
三
）
と
明
治
ニ―

（
一
八
九
0

)

年
の

『国
幣
中
社
上
毛
一
宮
貫
前
神
社
真
景
」

四
）
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

484 (9) 
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如
上
の
遺
跡
例
が
、
確
た
る
神
社
遺
構
で
あ
る
と
い
う
証
は
な
い
。
し
か
し
各
遺
跡
は
、

区
画
さ
れ
た
中
に
同
規
模
の
建
物
が
並
列
し
て
建
て
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
祭
祀
遺
物
を
伴

う
も
の
も
あ
る
。
今
後
十
分
な
検
討
を
要
す
る
が
、
弥
生

・
古
墳
時
代
或
い
は
八
、
九
世
紀

頃
に
二
社
並
列
の
建
物
遺
構
が
あ
る
こ
と
は
、
我
が
国
の
古
社
と
同
様
な
二
社
並
列
の
建
物

を
有
し
た
神
社
が
存
し
た
こ
と
を
示
し
て
く
れ
る
。

今
後
さ
ら
に
類
例
を
求
め
十
分
な
考
証
を
行
う
必
要
が
あ
る
が
、
考
古
学
の
遺
構
か
ら
し

て
も
二
棟
並
列
の
神
殿
的
な
建
物
が
建
立
さ
れ
て
い
た
例
が
あ
り
、
貫
前
神
社
専
玉
殿

・
借

玉
殿
の
両
殿
が
並
列
し
て
建
立
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
と
い
え
る
。

五
、
借
玉
殿
と
現
行
の
仮
殿

6
 

5
 

4
 

関
連
の
遺
跡
の
可
能
性
が
あ
る
。

棟
引

梁 柱 立
通
し

長
サ
弐
丈
九
尺

壺
本

四
尺
五
寸

長
サ
弐
丈
九
尺

壺
本

長
サ
弐
丈
六
尺

右
同

長
サ

埼
玉
県
上
野
遺
跡

東
西
二
四
、
五
認
、
南
北
二
五
討
の
菱
形
の
柱
穴
列
に
区
画
さ
れ
た
中
に
南
北

に
並
列
す
る
建
物
二
棟
が
あ
る
。
八
世
紀
代
の
遺
構
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
遺

跡
周
辺
に
は
、
祭
祀
遺
跡
が
点
在
し
、
律
令
期
の
寺
院
や
官
衛
的
な
建
物
群
な

ど
の
遺
跡
が
集
中
し
て
い
る
。
本
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
宮
本
氏
も
取
り
あ
げ
て

い
る
。

滋
賀
県
内
野
遺
跡

Q
地
点
の
推
定
一
辺
四
五
討
の
区
画
柵
列
の
北
東
コ

ー
ナ
ー
付
近
に
、

一
間
の
小
型
の
建
物
二
棟
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
周
辺
の
状
況
か
ら
神
社
遺
構

の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

群
馬
県
入
谷
遺
跡
（
参
考
遺
跡
）

一
辺
一
八

0
区
の
区
画
を
幅
二
2

い
の
溝
が
区
画
し
、

そ
の
内
部
に
基
壇
建
物
二

棟
が
区
画
内
の
中
央
や
や
北
よ
り
に
九
十
区
の
間
隔
を
お
い
て
、
東
西
に
並
列

し
て
い
る
。
建
物
は
、
五
間

x
三
間
の
総
柱
で
あ
る
。
大
量
の
瓦
が
出
土
し
て

い
る
た
め
新
田
駅
の
駅
屋
の
付
属
蔵
院
と
推
定
さ
れ
て
い
が
、
何
ら
か
の
信
仰

御
神
柱

三
、
四
項
で
は
借
玉
殿

・
専
玉
殿
の
両
殿
が
、
我
が
国
の
古
社
に
見
え
る
一
対
或
い
は
東

西
に
並
列
を
な
し
て
い
る
本
殿
的
性
格
の
建
物
に
共
通
性
が
あ
り
、
し
か
も
考
古
学
の
遺
構

に
も
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
こ
の
指
摘
に
つ
い
て
借
玉
殿
は
、
専
玉
殿
の

仮
殿
で
あ
る
と
の
井
上
充
夫
氏
の
異
論
が
あ
る
。

井
上
氏
は
「
貫
前
神
社
の
本
殿
と
仮
殿
」
の
論
文
で
、
現
行
の
仮
殿
建
設
の
基
準
と
な
っ

（

註

1

6

)

て
い
る
寛
政
十
二
年
（
一
八

0
0
)
の
『
御
仮
殿
諸
用
之
』
に

地
入
三
尺

二
重
御
二
階
九
尺

壺
丈
弐
尺

御
本
社
御
材
木

四
尺
五
寸
廻
り

三
尺
五
寸
廻
り

三
尺
五
寸
廻
り

一
間
X

高
サ
御
拝
殿

御
二
階
高
壼
丈

地
入
事
六
尺

御

本

社

弐
本

三
丈
五
尺

八
本

壺
本

四
尺
二
弐
尺
之
棚
有
之

486 (7) 
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に
仮
殿
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
疑
問
を
持
た
ざ
る
を
え
な
い
。

さ
ら
に
貫
前
神
社
の
記
載
を
見
る
と
、
借
玉
殿
は
借
玉
殿
の
み
で
あ
る
の
に
対
し
、
専
玉

殿
は
専
玉
殿
の
他
に
鳥
居
、
垣
、
そ
の
他
の
建
物
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
万
寿
二
年
の
造

替
が
専
玉
殿
を
対
象
と
し
た
も
の
で
、
こ
の
年
の
式
年
遷
宮
は
借
玉
殿
か
ら
専
玉
殿
へ
の
遷

宮
で
あ
っ
た
事
が
考
え
ら
れ
る
。

仮
に
両
殿
が
同
時
に
造
替
さ
れ
た
と
し
て
も
、
上
賀
茂
神
社
の
如
く
本
殿

・
権
殿
の
二
棟

の
建
物
が
同
時
に
造
営
さ
れ
遷
宮
が
行
わ
れ
て
い
る
事
例
と
、
諏
訪
大
社
上
社
式
年
遷
宮
の

事
例
が
あ
る
の
で
、
貫
前
神
社
の
専
玉
殿

・
借
玉
殿
両
殿
も
、

上
賀
茂
神
社

・
諏
訪
大
社
と

同
形
態
で
あ
っ
た
可
能
性
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
『
実
録
帳
』
に
見
え
る
貫
前
神
社
の
専
玉
殿

・
借
玉
殿
二
棟
の
建
物
は

借
玉
殿
11
仮
殿
（
仮
本
殿
）

と
し
て
式
年
遷
宮
が
斎
行
さ
れ
た
と
単
純
に
は
言
い
難
く
、
呼
称
の
異
な
る
建
物
即
ち
本
殿

で
、
我
が
国
の
古
社
に
見
え
る
と
こ
ろ
の
両
殿
が
一
対
、
も
し
く
は
東
西
に
並
列
し
て
三
十

年
毎
に
造
替
、
遷
宮
が
斎
行
さ
れ
て
い
た
事
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

四
、
遺
構
か
ら
見
た
二
棟
並
列
の
建
物

前
項
で
は
古
社
の
中
に
、
東
西
或
い
は
南
北
に
並
列
し
て
建
て
ら
れ
た
本
殿
的
性
格
の
建

物
が
あ
る
事
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
こ
で
考
古
学
上
で
、
か
か
る
遺
構
が
あ
る
か
否
か
を
次

近
年
は
公
共
及
び
民
間
の
開
発
事
業
等
に
よ
り
、
全
国
的
に
大
規
模
な
埋
蔵
文
化
財
の
発

掘
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
神
社
状

・
神
社
的
な
、
或
い
は
祭
殿
的
な
建
物

の
遺
構
の
調
査
例
が
見
受
け
ら
れ
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
端
緒
と
な
っ
た
の
は
、
群
馬

（

註

1

1

)

県
前
橋
市
鳥
羽
町
で
調
査
さ
れ
た
鳥
羽
遺
跡
で
あ
る
。

鳥
羽
遺
跡
は
、
上
野
国
府
の
南
西
端
に
位
置
す
る
。
こ
こ
よ
り
、
八
世
紀
中
頃
か
ら
九
世

紀
の
時
期
に
相
当
す
る
溝
に
囲
ま
れ
た
東
向
き
の
掘
立
柱
建
物
跡
が
発
見
さ
れ
神
社
遺
構
と

（

註

1

2

)

さ
れ
た
。
残
念
な
が
ら
鳥
羽
遺
跡
の
神
社
遺
構
は
、
一
棟
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
を
契
機

に
し
て
、
以
後
各
地
で
神
社
遺
構
の
調
査
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

例
え
ば
宮
本
長
二
郎
氏
は
、
平
成
十
三
年
度
の
神
道
史
学
会
講
演

『伊
勢
神
宮
本
殿
形
式

に
考
察
し
た
い
。

専
玉
殿
11
本
殿

3
 

2
 

ー
の
成
立
』
に
て
区
画
さ
れ
た
中
に
東
西
或
い
は
南
北
に
二
棟
並
列
し
た
建
物
例
に
つ
い
て
、

弥
生
時
代
後
期
に
は
二
棟
並
び
の
祭
殿
が
発
生
し
た
と
し
て
福
岡
県
の
平
塚
川
添
遺
跡
、
滋

賀
県
の
伊
勢
・
大
洲
遺
跡
、
針
江
川
北
遺
跡
の
例
を
あ
げ
て
い
る
。
如
上
の
遺
跡
が
神
社
に

該
当
す
る
か
否
か
は
検
討
を
要
す
る
面
も
あ
る
が
、
既
に
こ
の
時
代
に
祭
殿
的
な
建
物
と
し

て
二
棟
並
列
の
建
物
が
あ
る
の
は
注
目
さ
れ
る
。
宮
本
氏
は
古
墳
時
代
以
後
の
例
と
し
て
も

同
講
瀕
で
大
分
県
の
小
迫
辻
原
遺
跡
、
大
阪
府
の
尺
度
遺
跡
、
静
岡
県
の
大
平
遺
跡
、
三
重

県
の
高
茶
屋
大
垣
内
遺
跡
等
を
あ
げ
て
い
る
。

（

註

1

4

)

ま
た
井
上
尚
明
氏
は
『
考
古
学
か
ら
見
た
古
代
の
神
社
』
に
て
、
神
社
と
指
摘
さ
れ
た
遺

構
及
び
こ
れ
に
類
似
し
た
遺
構
の
事
例
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
こ
の
事
例
の
中
に
、
二
棟
並

列
の
神
殿
的
な
建
物
が
存
在
し
た
遺
構
が
、
次
の
遺
跡
で
確
認
さ
れ
る
。

千
葉
県
萩
生
道
遺
跡

上
総
国
の
市
原
郡
と
山
辺
郡
の
境
に
位
置
す
る
遺
跡
。
四
二
”
I
V
X
三
0
討
の
区

画
溝
の
中
に
、
四
間
X
二
間
の
建
物
に
四
面
庇
状
の
垣
を
め
ぐ
ら
し
た
南
面
し

た
八
世
紀
代
の
建
物
が
、
東
西
に
並
列
し
て
建
て
ら
れ
て
い
る
。
神
社
関
連
遺

構
と
見
ら
れ
て
い
る
。

滋
賀
県
十
里
遺
跡

一
辺
二
十

m
程
の
区
画
溝
の
南
側
に
、

三
間

x
二
間
の
建
物
の
内
側
に
一
間
X

一
間
の
柱
穴
を
持
つ
二
重
構
造
的
な
建
物
2
棟
が
並
ん
で
い
る
。
区
画
し
て
い

る
溝
等
か
ら
は
、
斎
串
・
剣
形

・
刀
形
等
の
祭
祀
具
が
五
十
点
以
上
出
土
し
て

新
潟
県
下
国
府
遺
跡

佐
渡
国
分
寺
の
南
に
あ
る
遺
跡
で
あ
る
。
三
四
討
X
三
七
討
と
一
辺
二
五
区
の

二
重
の
方
形
区
画
溝
の
中
に
、
三
間

x
二
間
の
建
物
二
棟
が
並
列
し
て
建
て
ら

れ
て
い
る
。
九
世
紀
代
の
建
物
跡
で
あ
る
。
国
府
関
連
の
館
舎
と
す
る
説
も
あ

る
。
本
遺
跡
に
つ
い
て
は
、
宮
本
氏
も
取
り
あ
げ
て
い
る
。

い
る
。
祭
祀
に
関
係
す
る
建
物
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。

(6) 487 
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前
者
は
両
殿
の
長
さ
が
「
三
丈
五
尺
」
と
同
一
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
専
玉
殿
の
広

さ
二
丈
は
「
三
丈
」
の
誤
記
（
或
い
は
そ
の
逆
）

建
物
と
な
る
。

こ
れ
に
関
し
て
は
少
々
長
い
引
用
に
な
る
が
、
井
上
充
夫
氏
も

『貫
前
神
社
の
本
殿
と
仮

（

註

8

)

殿
』
の
研
究
で

ま
ず
仮
殿
と
本
殿
の
規
模
に
つ
い
て
み
る
と
、
両
者
と
も
丈
尺
で
大
き
さ
を
示
し
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
丈
尺
寸
法
に
よ
っ
て
建
物
の
規
模
を
表
す
こ
と
は
、
奈
良
時
代
か
ら
平

安
時
代
前
期
ご
ろ
ま
で
ひ
ろ
く
行
わ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

及
び
「
広
」
と
は
一
般
に
、
建
物
の
本
体
の
大
き
さ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
仮
殿
の
「
長

三
丈
五
尺
」
の
場
合
、
あ
と
の
記
載
を
み
る
と
棟
の
長
さ
も
三
五
尺
と
な
っ
て
い
る
。
し

か
し
棟
木
は
当
然
建
物
本
体
よ
り
長
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
場
合
の
「
長
」

が
指
摘
で
き
る
。

2
 

ー

十
分
に
考
え
ら
れ
る
。

四
つ
の
本
殿
が
が
西
面
し
て
建
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
配
置
は
、
奥
（
東
）
よ

り
第
一
本
宮
、
第
二
本
宮
、
第
三
本
宮
の
順
で
縦
に
並
ん
で
建
て
ら
れ
、
第
四

本
宮
が
第
三
本
宮
の
南
に
並
列
し
て
建
て
ら
れ
て
い
る
。

原
田
敏
明
氏
の
指
摘
の
と
お
り
、
我
が
国
の
古
社
に
は
明
ら
か
に
一
対
、
或
い
は
左
右
、

東
西
、
南
北
に
相
並
ぶ
建
物
を
有
す
る
例
が
あ
る
。
こ
れ
等
の
例
が
す
べ
て
古
墳

・
奈
良
時

代
ま
で
潮
り
得
る
と
い
う
確
た
る
証
は
な
い
。
し
か
し
何
れ
も
が
式
内
社
で
あ
り
、
創
建

・

鎮
座
の
年
代
が
相
当
古
く
ま
で
潮
る
古
社
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
原
田
氏
が
指
摘
し

た
と
お
り
各
々
の
神
社
が
、
古
い
昔
の
祭
り
方
に
起
源
が
あ
る
建
物
を
有
し
て
い
る
こ
と
は

そ
こ
で
如
上
に
掲
げ
た
神
社
と
貫
前
神
社
を
比
較
し
て
見
る
と
、
貫
前
神
社
の
借
玉
殿

・

専
玉
殿
の
両
殿
は
、

広
さ
は
借
玉
殿
三
丈
、
専
玉
殿
二
丈
と
異
な
る
が
、
長
さ
は
三
丈
五
尺
と
同
一
。

借
玉
殿
、
専
玉
殿
を
除
い
て
は
、
他
に
崇
拝
の
対
象
と
な
る
建
物
は
な
い
。

と
見
ら
れ
、
両
殿
の
建
物
は
全
く
同
一
の

そ
の
場
合
の
「
長
」

鳥
居

附
屋
一
宇
西

荒
垣
一
前
東

館
屋
一
宇

御
玉
殿
一
宇

御
向
殿
一
宇

大
門

一
宇

正

一
位

は
建
物
の
本
体
の
長
さ
を
示
し
た
の
で
な
く
棟
木
の
寸
法
を
そ
の
ま
ま
転
載
し
た
物
に
す

ぎ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
（
中
略
）
本
殿
の
規
模
に
つ
い
て
も
、
そ
の
長
さ
と
高
さ
は
仮
殿

と
同
寸
法
で
、
そ
れ
ら
の
数
字
の
性
質
に
つ
い
て
も
仮
殿
の
場
合
と
全
く
同
じ
こ
と
が
い

え
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
「
広
二
丈
」
と
な
っ
て
い
る
点
が
仮
殿
と
異
な
る
が
、
こ
れ
は
「
広

三
丈
」
の
誤
写
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
一
般
に
、
臨
時
施
設
で
あ
る
仮
殿
よ
り
も
恒
久

的
な
本
殿
の
ほ
う
が
小
さ
い
と
い
う
こ
と
は
奇
怪
で
あ
る
云
々

と
論
じ
、
誤
写
と
し
て
い
る
。

後
者
は
前
述
し
て
い
る
が
如
く
、
本
殿
な
る
名
称
の
建
物
が
国
内
の
他
の
神
社
で
は
本
殿

と
見
ら
れ
る
の
で
、
貫
前
神
社
の
場
合
も
本
殿
と
し
て
大
過
な
い
と
考
え
る
。

本
殿
の
性
格
を
持
つ
借
玉
殿

・
専
玉
殿
両
殿
の
規
模
が
同
一
で
あ
る
事
は
、
如
上
の
古
社

の
建
物
等
と
共
通
性
が
見
い
だ
せ
る
。
ま
た
両
殿
が
同
規
模
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
平
安

時
代
或
い
は
そ
れ
以
前
に
造
替
に
伴
う
遷
座
の
為
に
、
本
殿
（
専
玉
殿
）
と
同
規
模
の
仮
殿

（
借
玉
殿
）
が
建
て
ら
れ
た
の
か
疑
問
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。
（

註

9

)

貫
前
神
社
に
次
い
で
神
威
の
高
か
っ
た
上
野
国
二
宮
赤
城
神
社
は
、
貫
前
神
社
式
年
造
替

二
年
後
の
万
寿
四
(

1

0

二
七
）
年
に
大
修
造
が
行
わ
れ
て
い
る
。
『
実
録
帳
』
に
は
、
修
造

さ
れ
た
建
物
の
こ
と
が

赤
城
明
神
社

陪
従
屋
一
宇

御
美
豆
垣
一
廻
板

御
吊
殿
一
宇

玉
垣
一
廻

件
社
七
年
一
度
有
造
作
之
例
、
営
任
万
壽
四
年

相
常

□大
修
造
之
年
、
例
皆
新
所
修
造
也

（

註

1

0

)

と
記
さ
れ
て
い
る
。

赤
城
神
社
は
七
年
一
度
の
式
年
造
替
の
年
に
大
修
造
が
行
わ
れ
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
御

玉
殿
（
本
殿
）
の
建
物
は
記
さ
れ
て
い
る
が
、
大
修
造
に
よ
る
遷
宮
の
為
の
建
物
（
仮
殿
）

は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
貫
前
神
社
が
万
寿
二
年
、
赤
城
神
社
が
万
寿
四
年
の
式
年
で

あ
る
事
を
考
え
る
と
、

『実
録
帳
』
が
い
く
ら
草
案
と
い
え
ど
も
赤
城
神
社
の
式
年
の
大
修
造
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な
る
。

三

0
五

）

伊
勢
国
（
三
重
県
）

内
宮
、
外
宮
共
に
正
殿
を
中
心
に
し
て
東
宝
殿
、
西
宝
殿
が
二
対
に
な
っ
て
建

て
ら
れ
て
い
る
。

で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
4
の
賀
茂
別
雷
神
社
（
上
賀
茂
）
の
造
替
．遷
宮
は
、
嘉
元
三
年
（
一

（

註

6

)

の
造
替
遷
宮
記
録
に
よ
る
と
、
下
記
順
序
で
行
わ
れ
て
い
る
。

①
ま
ず
本
殿
の
西
に
並
列
し
て
い
る
権
殿
を
取
り
壊
し
て
、

建
て
る
。

②
こ
の
工
事
と
並
行
し
て
、
本
殿
の
前
の
空
き
地
に
新
し
い
本
殿
を
組
み
立
て
る
工
事

が
進
行
す
る
。

③
新
し
い
本
殿
と
権
殿
が
完
成
し
た
と
き
は
、
三
棟
の
同
形
式
の
建
築
が
建
つ
こ
と
に

④
遷
宮
の
前
日
・
本
殿
内
の
御
神
体
を
新
権
殿
に
移
す
（
仮
遷
宮
）
。

⑤
次
に
、
本
殿
を
取
り
壊
し
、
そ
の
跡
に
、
既
に
完
成
し
て
い
る
新
本
殿
を
綱
で
引
い

て
移
す
。

⑥
新
本
殿
、
新
権
殿
が
正
し
い
位
置
に
並
立
し
終
わ
っ
て
後
、
新
権
殿
内
の
御
神
体
を

新
本
殿
に
移
す
（
正
遷
宮
）
。

か
か
る
遷
宮
は
、
下
記
に
記
す
賀
茂
御
祖
神
社
（
下
賀
茂
）
に
は
な
い
。
ま
た
こ
の
様
な

造
替

．
遷
宮
の
例
は
、
他
の
神
社
で
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
並
列
し
た
二
棟
の
建
物

6

伊

勢

神

宮

5
 

4
 

日
前

・
国
懸
神
宮

紀
伊
国
（
和
歌
山
県
）

南
向
き
の
本
社
二
棟
が
、
東
西
に
あ
る
。
東
の
本
殿
が
「
国
懸
神
宮
」
、
西
の
本

殿
が
「
日
前
神
宮
」
で
あ
る
。

賀
茂
別
雷
神
社

山
城
国
（
京
都
市
）

二
棟
の
同
形
同
大
の
本
殿
が
、
南
面
し
て
東
西
に
並
ん
で
建
立
さ
れ
て
い
る
。

西
の
本
殿
は
、
権
殿
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
式
内
社

そ
の
跡
に
新
し
い
権
殿
を

式
内
社

13 12 11 10 

，
 

8
 

7
 

は
月
山
神
社
と
称
し
て
い
る
。

大
物
忌
神
社

龍
田
神
社

建
部
神
社

阿
蘇
神
社

式
内
社

式
内
社

の
造
替
．
遷
宮
の
実
例
が
存
し
た
事
を
証
す
る
上
で
、
賀
茂
別
雷
神
社
は
貴
重
な
存
在
で
あ

る。
原
田
敏
明
氏
が
如
上
で
指
摘
す
る
以
外
に
も
、
管
見
に
及
ん
だ
も
の
の
例
と
し
て
次
の
古

社
に
お
い
て
本
殿
が
並
列
、
或
い
は
対
を
な
し
て
建
て
ら
れ
て
い
る
。

肥
後
国
（
熊
本
県
）
式
内
社

東
向
き
の
本
殿
が
、
南
北
に
並
列
し
て
建
て
ら
れ
て
い
る
。
南
の
本
殿
を
「
一

の
本
殿
」
、
北
を
「
二
の
本
殿
」
と
称
し
て
い
る
。

住
吉
大
社

近
江
国
（
滋
賀
県
）

式
内
社

南
向
き
の
本
殿
が
、
東
西
に
並
列
し
て
建
て
ら
れ
て
い
る
。
東
が
本
殿
で
、
西

は

「権
殿
」
と
称
し
て
い
る
。

賀
茂
御
祖
神
社

山
城
国
（
京
都
市
）

南
向
き
の
本
殿
が
、
東
西
に
並
列
し
て
建
て
ら
れ
て
い
る
。
各
々
は
東
本
殿
、

西
本
殿
と
称
し
て
い
る
。

大
和
国
（
奈
良
県
）

式
内
社

東
向
き
の
本
殿
が
、
南
北
に
並
列
し
て
建
て
ら
れ
て
い
る
。

出
羽
国
（
山
形
県
）

南
向
き
の
本
殿
が
、
東
西
に
並
列
し
て
建
て
ら
れ
て
い
る
。
東
が
本
殿
で
、
西

大
和
国
（
奈
良
県
）

石
上
神
宮『延
喜
式
」
巻
三
の
「
臨
時
祭
」
に
正
殿
と
伴
殿

・
佐
伯
殿
の
存
し
た
こ
と
が

（

註

7

)

見
え
る
。

摂
津
国
（
大
阪
府
）

(4) 489 
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御
幣
殿
壺
宇

舞
殿
壺
宇

厨
屋
壺
宇

件
社
、

向
殿
壺
宇
各
有
額
舘
屋
壺
宇

陪
従
屋
壼
宇

（

件

力

）

「
有
」
「
之
例
、
而
営
任
相
嘗

□造
修
造
」

舟
年
一
度
新
所
造
替

□例
「
新
」
所
「
新
」
造
立
也

（

註

3

)

と
記
さ
れ
て
い
る
。
如
上
の
史
料
は
、
註
l
の
論
文
で
も
触
れ
た
。
史
料
に
て
理
解
さ
れ
る

如
く
、
万
寿
二
年
頃
の
貫
前
神
社
社
殿
は
壮
大
で
あ
っ
た
。
種
々
あ
る
建
物
の
中
で
、
現
貫

前
神
社
社
殿
の
名
称
に
見
え
な
い
、
し
か
も
名
称
が
異
な
る
「
借
玉
殿
」

・
「
専
玉
殿
」
二
棟

の
「
玉
殿
」
が
注
意
を
引
く
。

残
念
な
が
ら
玉
殿
二
棟
の
読
み
方
は
不
詳
で
あ
る
。
宮
地
直
一
博
士
は
、
「
借
玉
殿
」
の
「
借
」

（

註

4

)

は
「
仮
」
で
、
「
仮
の
意
」
と
し
て
い
る
。
「
仮
」
と
す
れ
ば
、
「
仮
玉
殿
」
即
ち
「
カ
リ
タ
マ

デ
ン
」
と
称
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
仮
」
で
あ
れ
ば
、
『
実
録
帳
』
に
見
え
る
上
野
国
内
十

二
神
社
の
建
物
の
名
称
に
「
玉
殿
」
な
る
も
の
が
見
え
、
そ
れ
が
各
々
の
神
社
本
殿
に
相
当

す
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
「
借
玉
殿
」
は
「
借
本
殿
」
即
ち
「
仮
本
殿
」
と
な
る
。
「
仮
本

殿
」
で
あ
れ
ば
、
こ
の
建
物
は
十
三
年
毎
の
式
年
遷
宮
に
建
立
さ
れ
る
「
仮
殿
」
に
相
当
、

一
般
の
神
社
で
広
く
行
わ
れ
て
い
る
仮
殿
遷
宮
、
正
遷
宮
に
同
じ
と
な
る
。
「
専
玉
殿
」
に
つ

い
て
は
、
宮
地
博
士
は
言
及
し
て
い
な
い
。
「
専
玉
殿
」
は
第
一
の
「
本
殿
」
或
い
は
「
正
殿
」

の
意
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

両
殿
が
如
何
な
る
建
物
か
は
名
称
の
異
な
る
「
本
殿
」
的
性
格
を
有
す
る
建
物
以
外
、
現

時
点
で
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
こ
で
両
殿
は
名
称
の
異
な
る
別
々
の
建
物
な
の
か
、

そ
れ
と
も
専
玉
殿
は
「
本
殿
」
で
、
仮
玉
殿
は
造
替
を
行
う
際
の
仮
遷
宮
の
為
の
「
仮
本
殿
」

即
ち

「仮
殿
」
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
先
ず
は
古
社
か
ら
そ
れ
を
探
っ
て
見
る
事

に
す
る
。

―
―
-
、
古
社
に
見
え
る
本
殿
的
性
格
の
建
物

古
社
の
中
に
は
、
貫
前
神
社
と
同
様
な
二
棟
の
建
物
を
有
す
る
例
が
あ
る
。
原
田
敏
明
氏

（

註

5

)

の

『神
の
や
し
ろ
』
と

『山
と
杜
』
で
、
そ
れ
を
見
る
。

南
大
門
壺
宇

四
面
鳥
居

3

諏

訪

大

社

2
 

ー

ば
な
ら
な
い
。

熱
田
神
宮

大
神
神
社

式
内
社

一
方
が
権
殿
で
式
年
造

一
対
と
な
っ
て
い
た
と
し
な
け
れ

大
和
国
（
奈
良
県
）

三
輪
山
を
神
体
山
と
仰
ぎ
奉
る
。
拝
殿
の
前
に
あ
る
三
輪
鳥
居
の
内
が
神
体
山

と
い
う
事
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
鳥
居
の
内
に
向
か
っ
て
左
に
小
さ
い
校
倉

造
の
神
庫
が
あ
る
。
か
っ
て
は
同
じ
形
の
も
の
が
反
対
の
向
か
っ
て
右
側
に
も

あ
り
、
両
者
一
対
の
形
を
な
し
て
い
た
。
も
と
も
と
は
同
じ
性
格
の
神
庫
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

尾
張
国
（
愛
知
県
）

式
内
社

古
く
は
正
殿
と
土
用
殿
と
い
う
の
が
、

い
ず
れ
も
校
倉
造
で
左
右
に
相
並
び
、

そ
の
中
央
の
正
面
に
拝
殿
に
当
た
る
も
の
が
あ
り
、
そ
の
正
中
の
門
を
海
蔵
門

と
い
っ
た
。
も
と
も
と
正
殿
と
土
用
殿
は
、

信
濃
国
（
長
野
県
）

上
社
の
本
宮
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
こ
で
も
拝
殿
は
あ
っ
て
も
神
殿
は
な
い
。

山
が
神
体
山
で
あ
る
と
し
て
も
、

そ
の
方
向
に
向
か
っ
て
拝
す
る
こ
と
に
は

な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
も
ま
し
て
、
こ
こ
で
は
東
西
の
両
宝
殿
が
重
要
な
物

の
よ
う
に
思
え
る
。
こ
の
両
殿
に
つ
い
て
は
、
十
三
年
に
一
度
の
造
営
が
あ
る
。

そ
れ
も
両
殿
が
交
替
で
あ
る
か
ら
、
六
年
に
一
度
は
造
営
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

両
殿
は
交
互
に
そ
の
一
方
が
正
殿
、
他
方
が
権
殿
と
さ
れ
て
い
る
（
な
お
式
年

造
替
は
、
新
殿
の
脇
に
旧
殿
は
遷
宮
後
そ
の
ま
ま
七
年
間
存
地
さ
れ
、
式
年
に

至
っ
て
造
替
さ
れ
る
）
。
諏
訪
下
社
の
場
合
に
も
、
そ
の
春
宮
、
秋
宮
の
い
ず
れ

の
中
に
東
、
西
の
宝
殿
が
並
び
建
つ
。

に
お
い
て
も
同
様
な
事
が
言
え
る
の
で
あ
る
（
春
宮
、
秋
宮
の
い
ず
れ
も
瑞
垣

一
方
が
正
殿
、

替
が
あ
る
）
。

原
田
氏
は
上
記
三
社
の
他
に
も
、
京
都
の
賀
茂
別
雷
神
社
、
和
歌
山
県
の
日
前

・
国
懸
神

宮
、
三
重
県
の
伊
勢
神
宮
等
を
一
層
究
明
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は

式
内
社

490 (3) 
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棟
一
枝
畔
正
琶
贔
五
寸
開
二
具
麒
ユ
R
R
五
寸
地
逆
四
枝
二
碑
長
『
5
尺
廣
這
冠

o

大
柱
六
本
譴
厨
気
芦
]
7

小
柱
四
本
諷
厨
げ
寸

（

戴

力

）

従
鳥
居
以
西
口
口

陣
拾
伍
丈

．． 

中
門
一
宇

柱
十
本

荒
垣
壺
廻

立
板
九
十
六
枚
[
-
吐
廣
八
寸
貫
板
二
百
冊
九
枚
麟
一
玖
五
疇
＿
尺
五
口

廣
捌
●
伍
寸

従
鳥
居
以
東
二
百
冊
五
丈

板
三
百
冊
五
枚

立
板
八
十
九
校
＂
二
謬
廣
八
寸
貫
板
百
冊
九
枚
麟
二
豆
互
頑
五
寸

ま
た
巻
二
十
の
紙
背
に

．
 

「
悉
以
造
立
」

垣
、
採
新
材
木
不
用
曾
材
一
枝
、
神
威
如
在
殊
致
其
勤
口

A

、

．

．
 

立
板
百
八
十
五
枚
輝
認
[
寸
貫
柩
一
舌
I

八
+
九
枚
肛
盗
↑
瞑
分
廣
五
D

板
五
百
七
十
四
枚

板
五
百
七
十
四
枚

従
鳥
居
以
西
二
百
冊
五
丈

板
二
百
廿
九
枚

荒
垣
一
廻
長
四
百
九
十
丈
高
一
丈

柱
各
二
本

口
樫
一
尺

立
板
百
八
十
五
枚
履
認
5
寸
貫
板
州
五
枚
麒
盗
↑
豆
分
廣
五
寸

四
面
鳥
居

高
各
有
額

笠
木
一
枝
嗅
言
辱
尺
飛
貫
各
二
枝
い
こ
：

事

、

営

（

去

力

）

件
社
、
偽
前
例
以
舟
年
為
限
有
造
替
之
「
愛
」
任
之
内
口

萬
壽
「
二
」
年
相
営
件
改
造
之
事
、
因
絃
始
従
玉
殿
迄
子
口

鳥
居
壺
基

大
垣
壺
廻

「
鳥
居
壷
基

鳥
居
壺
基

高
壼
丈
戴
尺

長
参
拾
壺
丈
陣
寸

高
壼
丈
戴
尺
」

長
陣
伯
玖
拾
丈

高
壺
丈
戴
尺

従
鳥
居
以
東
賦
伯
牌
拾
伍
丈

[
ロ
ロ
ロ
壼
丈

博
風
板
四
枝
晨

□口
]
[
]
六
寸
鰹
木
四
枝
麟
戸
詞

廣

□

荒
垣
一
廻
長
四
百
●
+
―
丈

厚
一
寸

立
板
五
百
冊
枚
竺
五
廣
八
寸
貫
板
州
五
枚
麟
盗
↑
豆
分
廣
五
寸

妻
桁
二
枝
畔
言
二
尺
厚
四
寸
唐
差
八
枝
五
七
尺

鳥
居
一
基
高
一
丈
二
尺

柱
二
本
口
径
一
尺

飛
貫
一
枚
長
一
丈

長
舟
一
丈
四
寸

板
五
百
七
十
五
枚

大
垣
一
廻

廣
八
丈
五
寸

高
一
丈

橡
廿

□口
樫
二
寸

枇
木
四
枝
長
五
尺

廣
三
寸

廣
三
寸

長
桁
二
枝

□

□□□] 

厚
五
寸

柱
六
本
嗅
言
立
詮
寸
棟
一
枝
疇
[
丘
六
尺
廣
元
開
五
凸
i
二
R
R

廣
五
寸
厚
二
寸

笠
木
一
枝
虚
厨
『
彗

立
板
冊
五
枚
麟
五
廣
八
寸
貫
板
百
廿
枚
麟
一
奴
五
履
五
寸

南
大
門
一
宇

妻
桁
二
枝

．．
． 
三
尺
五

□

唐
差
二
枝
長
四
尺
五
寸

博
風
板
四
板

長
一
丈

厚
六
寸

廣
三
寸

（
マ
マ
）

橡
廿
六
枝
隅
言
輝
尺
長
桁
二
枝
紅
止
唸
ハ
丈
廣
二
寸
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柱
十
四
本

富
岡
市
一
ノ
宮
に
鎮
座
す
る
式
内
社
の
貫
前
神
社
は
、
平
成
十
六
年
に
十
三
年
毎
の
申
歳

に
斎
行
す
る
式
年
遷
宮
を
迎
え
る
。
貫
前
神
社
の
式
年
遷
宮
は
、
古
代
三
十
年
、
中
世
七
年
、

近
世
以
後
は
十
三
年
の
変
遷
を
見
た
。
そ
の
変
遷
は
頑
な
に
「
寅
歳
」
、
「
申
歳
」
に
斎
行
す

る
原
則
が
護
ら
れ
て
来
て
い
る
。

（

註

l

)

こ
の
事
に
関
し
て
私
は
、
既
に
梅
澤
重
昭
氏
の
群
馬
大
学
教
授
退
官
記
念
論
文
集
で
考
察

し
て
お
い
た
。
そ
の
際
、
紙
幅
の
都
合
も
あ
り
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